
当研究所では所員の研究発表や意見交換のための所員研究会を開催しております。
研究者向けの研究会ですが、一般の参加もできますので、興味のある方は是非お越しください。

※ご記入いただいた個人情報は、当研究所業務に関する情報提供・運営管理に活用させていただき、第三者に提供することはありません。

6月 14日 火

【お問合せ先】 公益財団法人アジア成長研究所（AGI） 担当：谷村 ℡ 093-583-6202 E-mail: asia@agi.or.jp

お名前・ご所属・お電話番号を明記の上、
下記アドレスへメールを送信してください。

詳細▶

オンライン（ZOOM）
※インターネット環境とPCやスマートフォン、
タブレットが必要です。

現在、旧一電（「旧一電」とは「旧一般電気事業者」の略語で、九州電力や東京電力など、電力会社と呼ばれ
ていた事業者のこと）の社内契約の多くは、確定数量契約ではなく、日本式の変動数量契約方式である。この
方式では、取引上限値が大きく設定されており、かつ市場価格の方が契約価格より高い場合にも、相対取引は
市場に転売してはいけないという条項がつく特徴がある 。しかも相対取引の内外無差別性が義務づけられて
いないため、新電力は、旧一電の発電部門と小売部門との間で結ばれる社内相対契約と同じ条件の契約を結
ぶ事はできない。この契約慣習は、新電力にとって、競争条件を不利にして、参入や事業の継続を難しくしてい
る。
本稿は、高い上限量の日本式変動数量契約が、さらに以下の弊害を引き起こしていることを明らかにする。
第1に、市場価格の高騰時にも、旧一電の小売部門は安い社内契約価格で買い続けることができるため、寒波
などによって、小売部門による社内需要量が増大すると、発電部門は、それに対する手当てをしなければならな
いから、その分、発電部門が取引所に供給できる余剰電力は減少する。すなわち、この社内契約方式は、需給
逼迫時に、旧一電の発電部門による取引市場への売り入札量の減少を加速させて、新電力が直面する市場価
格の上昇を増幅させている。このため、逼迫時にも安い社内契約価格で買い続けることができる旧一電の小
売部門と比して、取引所からの調達に依存している新電力は、逼迫時に不利な競争条件に直面する。

日 時

office@agi.or.jp

◆ 15:00～15:45 講 演
◆ 15:45～16:00 質疑応答

◆ 言 語：資料・発表ともに日本語
◆ 参加費：無料 開催前日までにこちらよりご参加用URLを

メールにてお送りします。

八田 達夫 氏 [AGI 理事長・所長]

発表者

主催：公益財団法人アジア成長研究所
（北九州市小倉北区大手町11-4 北九州市大手町ビル「ムーブ」6階）

大手電力会社が結ぶ相対契約の
内外無差別化による市場の歪みの是正による

逼迫時の価格高騰の抑制
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